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こしみず議会だよりこしみず議会だより

　第６回定例会は１２月１７日に開会し、町長の行政報告や４議員の一般質問のほか、条例改正や各会計補正予算

などを審議・可決し閉会しました。

第６回 町議会定例会

　

令
和
元
年
１２
月
２０
日
を
も
っ
て
任
期
が
満
了
す

る
選
挙
管
理
委
員
及
び
補
充
員
に
つ
い
て
、
指
名

推
選
に
よ
り
、
次
の
方
々
が
当
選
人
と
決
定
し
ま

し
た
。

　

▼
選
挙
管
理
委
員　

吉
田　

正
貴　

氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
中　

良
博　

氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　

権
藤　

繁
蔵　

氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　

片
山　

修
子　

氏

　

▼
補
充
員　
　
　
　

菅
野　

美
幸　

氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　

桑
迫　

孝
幸　

氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
村　
　

篤　

氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　

畑　
　

照
子　

氏

　

▼
任
期　
　

自　

令
和
元
年
１２
月
２１
日

　
　
　
　
　
　

至　

令
和
５
年
１２
月
２０
日

　

※

選
挙
管
理
委
員
に
欠
員
が
生
じ
た
場
合
、
補

　
　

充
員
よ
り
順
次
補
欠
さ
れ
ま
す
。

　

町
が
設
置
す
る
委
員
会
、
審
議
会
、
協
議
会
な

ど
の
う
ち
、
こ
れ
ま
で
要
綱
や
規
則
な
ど
に
よ
り

設
置
し
て
い
た
も
の
を
、
地
方
自
治
法
に
基
づ
く

附
属
機
関
と
し
て
規
定
す
る
も
の
で
す
。

　

非
常
勤
職
員
等
の
適
正
な
任
用
の
確
保
を
目

的
と
し
た
地
方
公
務
員
法
及
び
地
方
自
治
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
よ
り
、
会
計

年
度
任
用
職
員
制
度
が
創
設
さ
れ
る
こ
と
に
伴

い
、
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
条
件
な
ど
を

定
め
る
た
め
の
条
例
を
制
定
す
る
と
と
も
に
、

関
連
す
る
条
例
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う

も
の
で
す
。　
　

（
令
和
２
年
４
月
１
日
施
行
）

選
　
　
挙

選
挙
管
理
委
員
及
び
補
充
員
選
挙

条
　
　
例

小
清
水
町
附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
制
定

　

規
約
で
定
め
る
事
務
職
員
の
人
数
を
２
名
か

ら
４
名
以
内
に
改
め
る
も
の
で
す
。

（
令
和
２
年
１
月
１
日
施
行
）

規
　
　
約

オ
ホ
ー
ツ
ク
町
村
公
平
委
員
会
規
約
の
改
正

　

簡
易
水
道
及
び
農
業
集
落
排
水
事
業
に
つ
い
て
、

令
和
２
年
度
よ
り
、
官
庁
会
計
方
式
か
ら
、
公
営

企
業
会
計
方
式
に
移
行
す
る
た
め
、
地
方
公
営
企

業
法
第
４
条
の
規
定
に
よ
り
「
小
清
水
町
公
営
企

小
清
水
町
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条

例
制
定

　

成
年
被
後
見
人
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
、
不
当
に

差
別
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
関
係
法
律
の
整

備
に
関
す
る
法
律
が
公
布
さ
れ
、
地
方
公
務
員
法

な
ど
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
成
年
被
後
見
人

に
係
る
欠
格
条
項
が
削
除
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
関

係
条
例
に
お
い
て
、
こ
れ
に
伴
う
所
要
の
改
正
を

行
う
も
の
で
す
。　
　
　
　
　

（
公
布
の
日
施
行
）

成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置

の
適
正
化
等
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備

に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整

備
に
関
す
る
条
例
制
定

　

平
成
３０
年
度
に
行
わ
れ
た
固
定
資
産
税
評
価
額

の
評
価
替
え
、
地
価
に
対
す
る
賃
料
の
水
準
の
変

動
等
を
踏
ま
え
、
道
路
法
施
行
令
に
規
定
さ
れ
る

道
路
使
用
料
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
本
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

（
令
和
２
年
４
月
１
日
施
行
）

道
路
占
用
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
制
定

　

今
後
予
定
す
る
設
備
更
新
を
考
慮
し
、「
消
費

税
増
税
の
対
応
を
含
め
て
新
料
金
へ
の
改
定
」

及
び
「
基
本
水
量
以
内
で
の
使
用
が
多
い
７０
歳

以
上
の
高
齢
者
世
帯
に
配
慮
し
た
区
分
を
追
加
」

す
る
も
の
で
、
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　
　
　

  　
　
　
　
（
令
和
２
年
４
月
１
日
施
行
）

小
清
水
町
簡
易
水
道
事
業
給
水
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
制
定

小
清
水
町
農
業
集
落
排
水
施
設
設
置
及
び
管
理

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定

小
清
水
町
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員

の
給
与
に
関
す
る
条
例
制
定

小
清
水
町
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職

員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
制

定地
方
公
務
員
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
う
関
係
条

例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
制
定

　
　

ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
が
開
設
し
て

　

１
年
９
ヶ
月
経
ち
ま
す
が
、
観
光
案
内

　

と
と
も
に
宿
泊
地
の
問
い
合
わ
せ
が
増

　

え
て
き
て
い
る
中
、
本
町
市
街
地
へ
の

　
「
お
も
て
な
し
」
の
１
つ
と
し
て
「
温

　

泉
入
浴
無
料
券
」、「
リ
リ
ー
パ
ー
ク
入

　

場
無
料
券
」
等
を
発
行
し
、
外
国
人
を

　

中
心
と
し
た
交
流
人
口
の
増
加
を
め
ざ

　

す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
が
、
町
長
の
所

　

見
を
伺
い
ま
す
。

　
　

ツ
ー
リ
ス
ト
セ
ン
タ
ー
を
開
設
後
、

　

３５
万
人
の
方
々
が
利
用
さ
れ
、
そ
の
中

　

で
も
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
で
は
約
９
万

　

人
の
方
々
に
ご
利
用
い
た
だ
い
て
い
ま

　

す
。

　
　

ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
を
ご
利
用
い
た

　

だ
い
た
方
々
の
満
足
度
を
少
し
で
も
向

　

上
さ
せ
る
た
め
に
は
、
本
町
の
自
然
環

　

境
を
活
か
し
た
様
々
な
体
験
を
は
じ
め
、

　

来
訪
者
の
ニ
ー
ズ
に
少
し
で
も
応
え
ら

　

れ
る
受
入
体
制
の
確
立
・
充
実
が
必
要

　

と
考
え
て
お
り
、
小
清
水
町
観
光
協
会

　

が
中
心
と
な
っ
て
、
本
町
の
魅
力
な
ど

　

を
発
信
し
て
い
た
だ
く
ほ
か
、
観
光
施

　

設
や
飲
食
店
を
楽
し
ん
で
も
ら
う
企
画

　

や
事
業
展
開
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

　

そ
の
中
で
行
政
と
し
て
で
き
る
支
援
等

　

を
必
要
に
応
じ
て
検
討
し
た
い
と
考
え

　

て
い
ま
す
。

　
　

ま
た
、
外
国
人
を
中
心
と
し
た
交
流

　

人
口
の
増
加
に
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

　

ン
が
重
要
で
あ
り
、
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン

　

タ
ー
に
は
英
会
話
対
応
が
可
能
な
職
員

一 

般 

質 

問

観
光
客
の
市
街
地
へ
の
招
き

入
れ
に
つ
い
て

問 

①

工
藤　

 

孝
一　

議
員

答 
①

久
保　

弘
志　

町
長

令和元年度  補正予算

歳入歳出予算の総額にそれぞれ 190,098
千円を追加し、歳入歳出の予算の総額を
5,670,526 千円とするものです。
　主な補正内容は右のとおりです。

▼介護保険特別会計
　【保険事業勘定】
　歳入歳出それぞれ 34 千円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 568,256 千円とするものです。

▼一般会計　　
総 務 費
民 生 費
衛 生 費
農林水産業費
土 木 費
教 育 費
合 計

179,955千円
△274千円
6,305千円
1,967千円
1,902千円
243千円

190,098千円

公共施設整備基金積立金　など
介護保険特別会計繰出金　など
後期高齢者医療広域連合負担金　など
嘱託職員賃金　など
道路台帳補正業務委託料
社会教育バス運行業務委託料　など

補正科目　　補 正 額　　　　　主 な 補 正 内 容 

　

を
配
置
し
、
他
の
観
光
施
設
で
は
翻
訳
ア

　

プ
リ
な
ど
を
活
用
し
て
い
ま
す
が
、
近
年

　

多
く
の
国
か
ら
の
訪
日
が
増
加
し
て
い
る

　

こ
と
か
ら
も
、
様
々
な
場
所
・
場
面
で
コ

　

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
図
ら
れ
る
対
応
を

　

検
討
し
つ
つ
、
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
応
え
ら

　

れ
る
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、
観
光
協
会
を

　

中
心
と
す
る
事
業
者
の
方
々
と
協
議
を
重

　

ね
、検
討
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

・
町
長
の
附
属
機
関
と
し
て
１７
組
織

・
教
育
委
員
会
の
附
属
機
関
と
し
て
５
組
織

（
令
和
２
年
４
月
１
日
施
行
）

業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
」
を
制
定
す
る
も
の

で
す
。　
　
　
　
　

（
令
和
２
年
４
月
１
日
施
行
）

【水道使用料】

家庭用（高齢者）の追加
（年齢が７０歳以上の者のみで
　　　　　構成される世帯）

家庭用
基本料金　1,250円→1,430円

超過料金　150円→170円

基本料金　1,310円

超過料金　170円

【農業集落排水施設使用料】

家庭用（高齢者）の追加
（年齢が７０歳以上の者のみで
　　　　　構成される世帯）

家庭用
基本料金　1,250円→1,560円

超過料金　150円→180円

基本料金　1,310円

超過料金　180円


